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第2回地球温暖化に関する中部カーボンカンファレンス	

2016年1月15日	



•  COP21までの温暖化交渉と国際
枠組み	  

•  COP21で合意されたこと：パリ協定
と関連COP決定	  

• パリ協定の意義と課題	  
• パリ後の日本の環境・エネルギー政

策	  
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これまでの温暖化交渉の進展	
•  1992年　国連気候変動枠組条約採択（１９９４年発効）	
•  1995年 第1回締約国会議（COP1）：ベルリンマンデート	

•  1997年　COP3（京都会議）：京都議定書採択	

•  2001年10－11月 COP7：マラケシュ合意採択	
•  2005年2月　京都議定書発効	

•  2005年11-12月COP11・COP/MOP1（モントリオール会議）	

•  2007年12月　COP13・COP/MOP3（バリ会議）	

•  2009年12月　COP15・COP/MOP5（コペンハーゲン会議）	

•  2010年11-12月　COP16・COP/MOP6（カンクン会議）	

•  2011年11-12月　COP17・COP/MOP7（ダーバン会議）	

•  2012年11-12月　COP18・COP/MOP8（ドーハ会議）	

•  2013年11月　COP19・COP/MOP9（ワルシャワ会議）	

•  2014年12月　COP20・COP10（リマ会議）	

•  2015年11-12月　COP21・COP/MOP11（パリ会議）	
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国名	
排出量の	  
世界シェア	

第１約束期間	  
（2008-‐2012）	  

カンクン合意による	  
削減目標（2020）	

EU★	
9.8%	  

（旧15か国）	
▲8%	  

（旧15か国）	
▲20%/▲30%(1990年比)	  
（27か国）	  

米国	 17.7%	 -‐	 ▲17%(2005年比)	

カナダ	 1.8%	 ▲6%＊	 ▲17%(2005年比)	

ロシア	 5.2%	 ▲0%	 ▲15-‐25%(1990年比)	

日本	 3.8%	 ▲6%	 ▲3.8%（2005年比）（暫定目標）	

韓国	 1.9%	 -‐	 ▲30%(BAU比)	

オーストラリア★	 1.3%	 +8%	 ▲5-‐15%/25%(2000年比)	

中国	 24.0%	 -‐	 ▲40-‐45%(2005年比)	  
※GDP当たり	

ブラジル	 1.3%	 -‐	 ▲36.1-‐38.9%(BAU比)	

インド	 5.4%	 -‐	 ▲20-‐25%(2005年比)	  
※GDP当たり	

南アフリカ	 1.1%	 -‐	 ▲34%(BAU比)	
注記： ★の国は第２約束期間参加国。排出量の世界シェアは2010年の値で、IEA資料をもとに
作成 。一部の国は、前提条件によって、カンクン合意による目標を複数設定している。	  
＊カナダは2012年12月15日に京都議定書を脱退	

主要各国の削減目標	
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適応、資金、技術など制度的取り決め	

•  途上国における森林減少等からの排出削減策
（REDDプラス）	  
–  REDDプラスに関するワルシャワ枠組み（2013年）	

•  適応策	  
–  カンクン適応フレームワーク	  
–  適応委員会の設置	  

•  資金	  
–  緑の気候基金（GCF）	  
–  常設委員会	  

•  技術の開発・移転	  
–  技術メカニズム	  
–  技術執行委員会	  
–  気候技術センター・ネットワーク	  
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INDCの提出状況	

•  INDCの提出状況（2015年
12月15日時点）：159カ国
＋EU（28カ国）	  
–  先進国、新興国ともにで

そろう。国際社会の約95
％の国が提出	  

–  世界の排出量の98.6％
（WRI	  CAIT）に相当	  

–  国際エネルギー機関（IEA
）などは、INDCにより気
温上昇を1℃引き下げる
効果があるが、2.7℃気
温が上昇すると推計	  
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出典：UNEP, Emission Gap Report 2015 �



2025年・2030年温暖化目標	
国・地域	 目標年	 1990年比	 2005年比	 2013年比	 備考	

米国	 2005年	 13-‐16％	 26-‐28％	 19-‐21％	

EU	 2030年	 少なくとも
40％	

35	  ％	 24%	  

日本	 2030年	 18％	 25.4%	 26％	 2005年、2013年ともに基
準年	

中国	 2030年	 ー	 60-‐65%の排
出原単位改
善	

ー	 2030年頃までにCO2排
出量頭打ち；一次エネル
ギー消費の非化石燃料
比率約20％	

インド	 2030年	 ー	 33-‐35%の排
出原単位改
善	

ー	 総電力設備容量の40％
を非化石燃料起源に	

ブラジル	 2025年	 ー	 37％	 ー	 2030年に43％（指標値）	

南アフリカ	 2025	  
-‐30年	

ー	 ー	 ー	 398	  -‐	  614	  Mt	  CO2–eq	   	  	  
	 11	




COP21の概況	

•  11月30日（月）〜12月11日（金）の日程でフラ
ンス・パリ郊外のLe	  Bourgetにて開催	  
–  11月29日（日）夕刻から作業部会（ADP）開始	  
–  11月30日（月）	  COP21開会＋150カ国の首脳が集まる
Leader’s	  Event	  

–  11月30日（月）〜12月5日（土）　ADPでの交渉	  
–  12月7日（月）　閣僚級の交渉開始	  
–  12月9日（水）　最初のCOP議長案	  
–  12月10日（木）　二回目のCOP議長案	  
–  12月12日（土）　議長最終案提示	  

•  いくつかの「技術的」修正を経てパリ協定＋関連COP決定採
択	  
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出典：上の写真はUNFCCC	
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パリ協定の概要	
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規定	 主要な規定事項	

前文・定義（1条）・目的（2条）・
原則（3条）	

協定の目的、全ての国の野心的な努力、努力の進展、途上国への支援の
必要性	

排出削減策（4条）・森林、REDD
プラス（5条）、市場メカニズム（6
条）	

長期目標、各国目標（提出/保持/国内措置実施）の義務、目標の条件、差
異化、支援、情報提出義務、目標提出の時期・時間枠、中長期低炭素戦略、
森林、REDDプラス、市場メカニズムなど	

適応（7条）・損失と損害（ロス	  &	  
ダメージ）（8条）	

世界の適応目標、協力の責務、各国の適応計画実施義務、ワルシャワ国
際メカニズム、ロス＆ダメージの理解、活動、支援促進の責務など	  

資金（9条）	 先進国の支援義務、途上国の自発的支援、情報提出義務、資金メカニズム
など	

技術開発・移転（10条）	 世界ビジョン、技術メカニズム、技術枠組みなど	

能力構築（11条）・教育・公衆の
認識向上（12条）	

目的、原則、支援の提供、報告、組織など	

行動・支援の透明性（13条）	 各国の行動・支援の進捗報告、レビューなど	

全体見直し（14条）	 全体の進捗確認の目的、範囲、2023年開始、5年ごとの見直し、各国目標と
の関係	

実施と遵守の促進（15条）	 実施と遵守の促進ための手続と組織	

組織事項（16-‐19条）	 締約国会議（CMA）、補助機関、事務局など	

発効要件など（20-‐29条）	 発効要件（批准国数、排出量割合など）、紛争解決など	



COP21での合意（1）	
•  協定の目的（パリ協定2条）	  

–  枠組条約2条の究極的な目的を含む枠組条約の実施を促進する
にあたり、気候変動の脅威への世界的な対応強化をめざす	  

–  そのために、工業化前と比して世界の平均気温の上昇を2℃を十
分下回る水準にし、1.5℃に抑制するよう努力する	  

•  排出削減の中長期目標・ビジョン（4条1）	  
–  上記協定2条の長期的な気温抑制目標達成のために、締約国は

次のことをめざす	  
–  できるだけ速やかな世界の排出量の頭打ち	  
–  最良の科学的知見にしたがって、頭打ちの後急速に削減	  
–  今世紀後半に温室効果ガスの人為的排出と人為的吸収を均衡さ

せるようにそれを行う＝今世紀後半に排出を「実質ゼロ」	  

•  COP決定	  
–  2018年に、1.5℃の気温上昇の影響とGHG排出経路に関する特別

報告書の提供をIPCCに要請（para.	  21）	  
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炭素の排出と吸収	

16	
出典：気象庁HP �数字は億トン（炭素重量換算）�



COP21での合意（2）	
•  各国の削減目標に関する法的義務（パリ協定4条）	  

–  達成をめざす目標（naUonally	  determined	  contribuUons）を作成し､報告し、
保持する義務（4条2）	  

•  目標は公開の登録簿に記録（4条12）	  
–  目標の目的達成をめざして、削減の国内措置をとる義務（4条2）	  
–  全体の検証の結果を指針に、5年ごとに目標を提出する義務（4条9）	  

•  CMA1が目標に関する共通の時間枠を検討（4条10）	  
–  1/CP.21およびCMA決定に従って、目標の明確さ、透明性、理解に必要な

情報の提供義務（4条8）	  
–  目標について十分な説明を行う義務（4条13）	  

•  環境十全性や透明性を促進し、ダブルカウンティングの回避を確保する義務	  
	  

–  各国の目標の条件：次の目標はその時のその国の目標をこえるものでな
ければならず、その国ができる最も高い削減水準でなければならない（4条3）
＝progression/no-‐backsliding（後戻り禁止）	  

•  目標引き上げはいつでも可能（4条11）	  
–  長期の低炭素発展戦略を作成し、報告するよう努力する責務（4条19）	  

•  2020年までに提出が要請（COP21決定,	  para.	  36）	  
•  差異化（4条4）：国別絶対排出量目標を約束することで先導する先進

国の責務。引き続き削減努力を継続する途上国の責務。途上国は時
間とともに国全体の排出削減・抑制目標へ向かうことが奨励
＝”concentric	  differenUaUon（同心円的差異化）”	   17	




COP21での合意（3）	
•  COP21決定	  

–  INDCが未提出の国にできるだけ速やかに、かつCOP22
に十分に先駆けて、INDC提出を要請（para.	  13）	  

–  2016年4月4日までに提出されたINDCのすべての情報
を対象とするよう統合報告書を更新し、5月2日までに
利用できるよう事務局に要請（para.	  19）	  

–  2018年に促進的対話を行い、2020年までに、2025年目
標の国は次の目標を提出し、2030年目標の国は現在
の目標を引き上げまたは確認することを要請（para.	  21,	  
23,	  24）	  

–  締約国は関係するCMAの会合に少なくとも9-‐12ヶ月先
駆けて目標を事務局に提出することを決定（para.	  25）	  
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パリ協定の下での当面の実施サイクル	
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COP21での合意（4）	
•  吸収源（森林、REDDプラスを含む）（5条）	  

–  適当な場合には森林を含む吸収源を保全し、促進する責務（5条1）	  
–  REDDプラスを実施し、支援するための措置をとることが奨励（5条2）	  

•  市場メカニズム（6条）	  
–  締約国が自主的な協力を行うことを承認（6条1）	  
–  目標達成に向けてクレジットの国際的移転が伴う協力アプローチ

（cooperaUve	  approaches）をとる場合の条件（6条2）	  
•  持続可能な発展の促進、環境十全性と透明性の確保、強固なアカウンティ

ング、とりわけダブルカウンティングの回避の確保	  
–  ガイダンスについてはCMA1で採択	  

•  JCMの利用が国際的に承認され、目標達成に利用できる道ができた	  
–  削減と持続可能な支援に貢献するメカニズムの設置（6条4）	  

•  CMAが指定する機関により監督＝CDM	  likeなメカニズム	  
–  ルールについてはCMA1で決定（6条7）	  

•  ダブルカウンティングの防止（6条5）	  
•  一部の利益を脆弱国の適応費用支援に（6条6）	  

–  非市場アプローチの枠組みも設置（6条9）	  
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COP21での合意（5）	
•  適応（7条）	  

–  適応に関する世界目標（7条1）	  
•  持続可能な発展への貢献と適当な適応対応の確保のための、

適応能力の促進、レジリアンスの強化、気候変動への脆弱性
の低減	  

–  適応行動強化に協力する締約国の責務（7条7）	  
–  適当な場合に、適応計画プロセスと適応行動の実施に

取り組む締約国の義務（7条9）	  
–  適当な場合に、適応に関する情報を提出する締約国の

責務（7条10）	  
–  これらの情報は、公開の登録簿に記録（7条12）	  
–  途上国に引き続き、支援を強化（7条13）	  
–  2023年を皮切りに、5年に一度行われる全体見直しの

対象となる（7条14）	  
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COP21での合意（6）	
•  損害と損失（ロス＆ダメージ）（8条）	  

–  損害と損失を回避し、損害と損失に対処することの重要性を認識（8条1）	  
–  ワルシャワ国際メカニズムをパリ協定の締約国会議のガイダンスの下に置く

（8条2）	  
–  ワルシャワ国際メカニズムを含め、理解、行動及び支援を促進する締約国

の責務（8条3）	  
•  協力促進の分野（例示）として	  

–  早期通報システム	  
–  緊急時の準備対応	  
–  緩やかに進行する現象	  
–  回復不可能で、恒久的な損害と損失を伴いうる現象	  
–  包括的なリスク評価及びリスク管理	  
–  リスク保険機構、気候リスクプーリング及びその他の保険による解決方法	  
–  非経済的損失	  
–  地域社会のレジリアンス、生活手段、生態系	  

–  協定内外の他の機関や専門家とのワルシャワ国際メカニズムの協働義務（8
条4）	  

–  協定8条は、責任と補償（liability	  and	  compensaUon）の基礎を伴ったり､提
供するものではないことに合意（COP21決定,	  para.	  52）	  
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COP21での合意（7）	
•  資金（9条）	  

–  資金提供国の拡大と差異化	  
•  先進国が削減策、適応策ともに途上国を支援するための資金

を提供する義務（枠組条約の義務の継続）（9条1）	  
•  他の締約国が自発的に引き続き支援を提供することができる（9

条2）	  
–  2020年をこえる資金の世界目標（9条3）	  

•  具体的な数値はかかず	  
•  世界的な努力の一環として、引き続き気候資金の動員を先導

する先進国の責務。動員は先の努力をこえて進展するもので
あるべき	  

•  2025年まで、先進国が年1000億米ドルの動員を引き続き行う
意思があること、2025年までに、CMAが1000億ドルを下限とす
る資金の世界目標を設定することを決定（COP21,	  para.	  54）	  

–  資金に関する情報提出と差異化	  
•  2年ごとに9条1、3に関する情報を提供する先進国の義務。他

の締約国は自主的に提出が奨励（9条5、7）	  
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COP21での合意（8）	
•  技術の開発と移転（10条）	  

–  技術の開発と移転を強化する義務（10条2）	  
–  枠組条約の技術メカニズムを協定のメカニズムとする（10条3）	  
–  技術枠組みの設置（10条4）	  

•  能力構築（11条）	  
–  途上国が協定を実施する能力を向上させるのに協力する締

約国の責務（11条3）	  
–  能力構築の措置を定期的に報告するすべての国の義務。進

捗を定期的に報告する途上国の責務（11条4）	  
–  CMA1が能力構築に関する最初の制度取り決めに関する決

定を検討し採択（11条5）	  
•  教育、公衆の認識向上、公衆参加、情報へのアクセス

など（12条）	  
–  適当な場合、措置をとるのに協力する義務	  
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COP21での合意（9）	
•  透明性の枠組み（13条）	  

–  1つの枠組み設置。行動と支援の透明性（13条1）	  
–  能力に応じて途上国に13条の実施に柔軟性（13条2）	  
–  枠組条約の下での透明性の制度に基づき、それを促進（13条3）	  
–  適当な場合、行動と支援に関する共通の方法・手続・指針をCMA1

が採択（13条13）	  
•  情報提出義務（13条7、8）	  

–  Inventoryと削減目標の進捗のフォローアップに必要な情報の提出義
務	  

–  適応に関する情報：適当な場合に提出する責務（13条8）	  
–  支援に関する情報：先進国の提出義務。その他の国の提出する責務

（13条9）	  
•  情報は専門家によるレビューを受ける（13条11）	  
•  進捗に関する促進的で多数国間の検討に参加する締約国の義務

（13条11）	  
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COP21での合意（10）	
•  全体の検証（global	  stocktake）（14条）	  

– 協定の目的と長期目標達成に向けた集団的な
進捗を定期的に評価（14条1）	  

– 2023年に最初のstocktakeを行い、その後5年ご
とに行う（14条2）	  

– 全体の検証の結果を、各国が行動と支援を引
き上げ､促進する際の指針とする（14条3）	  

– 2018年に促進的対話を行い、2020年までに、
2025年目標の国は次の目標を提出し、2030年
目標の国は現在の目標を引き上げまたは確認
することを要請（COP21,	  para.	  21,	  23,	  24）	  
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COP21での合意（11）	
•  実施・遵守促進のメカニズム（15条）	  

–  委員会設置（15条2）	  
–  CMA1で方法と手続を採択（15条3）	  

•  発効要件	  
–  世界の排出量の55％に相当する55カ国の批准後30日で効

力発生	  

•  COP決定	  
–  2016年4月22日から一年署名に開放	  
–  2016年4月22日にハイレベルの署名式予定	  
–  できる限り速やかな批准をすべての締約国に要請	  
–  ADPは任務を完了し、パリ協定に関する特別作業部会（APA）

を設置。パリ協定の効力発生と第1回CMA開催の準備を行う	  
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パリ協定をどう見るか（1）	
•  「パリ協定をどう評価するか」 “cauUously	  posiUve”	  

–  国際社会がめざす脱炭素化に向かう長期の目標・ビジョンをより明
確に設定	  

•  「工業化前と比して世界の平均気温の上昇を2℃を十分下回る水準にし、
1.5℃に抑制するよう努力する」	

•  今世紀後半に温室効果ガスの人為的排出と人為的吸収を均衡させるよう
急速に削減＝排出を「実質ゼロ」	

•  IPCC第五次評価報告書など最新の科学的知見をふまえて、国際社会が実
現を目指す共通の価値・ビジョンを示した	  

–  特に温暖化の悪影響に脆弱な国・人々への影響を考慮	  
•  気候変動抑制のための協調行動を促進するための明確な目標の必要性	  

–  各国の対策進捗の指針となるとともに、企業活動、投資、「イノベーション」へのシグ
ナルを与える	  

–  「座礁資産（stranded	  assets）」	  
•  「1.5℃は実現不可能。パリ協定の信頼性を損なう」か	  

–  不確実性（予測に幅）がある中でより安全側での対策を促す	  
–  2018年に、1.5℃の気温上昇の影響とGHG排出経路に関する特別報告書の提供をIPC

Cに要請（COP21決定）	  
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IPCC	  AR5	  明確な炭素制約	
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座礁資産（Stranded	  Assets）	

30	
出典：Carbon Tracker and LSE �



パリ協定をどう見るか（2）	
•  各国が目標を作成、提出すること（約束草案；INDC方式）で「参加」の普遍性は

高まった	  
•  しかし、この方式では制度の実効性（気候変動抑制）に課題あり	  
•  パリ協定はこの課題に対し、制度をより実効的なものとするよう工夫	  

–  目標を作成し､提出し、達成に向けて国内措置を実施することをすべての国共通の法的義
務とする	  

•  達成をめざす目標を作成し､提出し、保持する義務（4条2）	  
•  目標の目的達成をめざして、削減の国内措置を実施する義務（4条2）	  
•  目標の明確さ、透明性、理解に必要な情報の提供義務（4条8）	
•  目標について十分な説明を行う義務（4条13）	  

–  目標に関して一定の条件付け	  
•  先進国は国別絶対排出量目標を約束する責務。途上国も時間とともにそちらに移行（”同心円的

差異化”）	  
•  各国の目標の条件：次の目標はその時のその国の目標をこえるものでなければならず、その国が

できる最も高い削減水準でなければならない（4条3）＝progression/no-‐backsliding（後戻り禁止）と
最高水準の削減努力	  

–  今世紀半ばを目処とする低炭素発展戦略を作成し、提出する責務（4条19）。2020年まで
に提出要請（1/CP.21）	  

–  目標とその進捗について透明性高く検証する手続、遵守促進のメカニズム、5年ごとの定
期的の目標引き上げプロセスを置く。詳細な国際ルールはこれから	  

•  2年ごとの各国目標の進捗の検証（専門家のレビュー＋多数国間の検討）	
•  [目標の提出→集団的な進捗の検証（Global	  stocktake）→目標の提出]を5年ごとに回すプロセス	
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パリ協定の下での当面の実施サイクル	
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パリ協定をどう見るか（3）	
•  排出削減策だけでなく、適応策、資金、技術開発・移転、能力構築、行

動と支援の透明性をバランスよく取り扱う	  
•  絶妙できめ細やかな差異化	  

–  排出削減策	  
•  目標を作成し､提出し、達成に向けて国内措置を実施することがすべての国共通の

法的義務	  
•  国別絶対排出量目標を約束することで先導する先進国の責務。引き続き削減努力を

継続する途上国の責務。同心円的差異化	  
–  適応策	  

•  適応計画プロセスと適応行動の実施に取り組むことがすべての国の共通の義務。し
かし国に大きな裁量	  

–  資金	  
•  先進国に資金を提供する義務（枠組条約の義務の継続）	  
•  他の締約国は自発的に支援を提供することができる	  

–  透明性	  
•  1つの枠組み設置。能力に応じて途上国に13条の実施に柔軟性	  
•  情報提出義務は、排出削減策、適応策、資金の差異化に応じた差異化	

–  Inventoryと削減目標の進捗のフォローアップに必要な情報の提出義務	
–  適応に関する情報：適当な場合に提出する責務（13条8）	
–  支援に関する情報：先進国の提出義務。その他の国の提出する責務	

•  専門家によるレビューと、進捗に関する多数国間の検討に参加するすべての国の義務	  
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パリ協定をどう見るか（4）	

•  「パリ協定は実効的か？」	  
– 現在提出されている目標では問題解決には十

分でない	  
– 「協定ができて終わり」でない。継続的なプロセ

ス管理により実効的なものとする仕組み。強固
な国際ルール構築の必要性	  

– このプロセスでは、何より各国が協定にしたが
って誠実に温暖化対策を前進させることこそが
、国際枠組みの実効性を支え、促進する	  
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パリ協定をどう見るか（5）	
•  「なぜパリ協定は合意できたのか？」	  

–  新興国の経済的・政治的台頭による途上国の利害の
多様化。交渉のプレーヤーの増加と交渉の複雑化。国
際社会の変動期。そもそも合意は難しい	  

•  気候変動交渉だけでなく他の多数国間交渉も（cf.	  WTO交渉）	  
–  合意できただけでなく、通来の多数国間条約交渉とし

てはめずらしく、合意の水準がwater	  downしなかった	  
•  コンセンサス方式で決定するため、各国が事実上「拒否権」を

持ち、合意の水準が「最大公約数」的な水準になりやすい	  
–  2015年のCOP21を逃すと合意はさらに遅れるおそれが

あるという危機感	  
•  2℃目標の達成はより難しくなり、温暖化の悪影響のリスクは高

まるとの危機感	  
•  米国の政治的事情（2016年は大統領選挙の年、2017年から政

権交代）	  
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パリ協定をどう見るか（6）	
•  なぜパリ協定は合意できたのか（2）	  

–  フランスの「すばらしい」采配　“Fabulous	  Fabius”	  
•  資金提供国の拡大と差異化	

–  先進国が削減策、適応策ともに途上国を支援するための資金を提供する
義務（枠組条約の義務の継続）（9条1）	

–  他の締約国が自発的に引き続き支援を提供することができる（9条2）	

•  2020年をこえる資金の世界目標（9条3）	
–  具体的な数値はかかず	
–  世界的な努力の一環として、引き続き気候資金の動員を先導する先進国

の責務。動員は先の努力をこえて進展するものであるべき	
–  2025年まで、先進国が年1000億米ドルの動員を引き続き行う意思がある

こと、2025年までに、CMAが1000億ドルを下限とする資金の世界目標を設
定することを決定（1/CP.21）	  

–  ここ2、3年の米国（＋EU）の「作り込み」	  
•  95％の国に目標案を出させる	  
•  主要な合意事項について、中印をはじめ主要国のトップの同意を得

る	  
•  EUと島嶼国等から始まったHigh	  AmbiUon	  CoaliUon（野心連合）の

存在感	  
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パリ協定をどう見るか（7）	
•  なぜパリ協定は合意できたのか（3）	  

–  気候変動に関わる経済的・社会的条件の変化	  
•  温暖化対策に向かう主要排出国の国内事情：米国のシェールガス

、中国の大気汚染問題・・・	  
•  脱炭素に向かう経済合理的なオプションが見えてきた	  

–  2010年-‐2014年の間に太陽光のコストは半分に。火力発電のコストと競争
的に（IRENA,	  2015）	  

–  インド：2022年までに太陽光100GW、風力60GW導入目標。太陽光はこれ
までの5倍、風力はこれまでの20倍の目標	  

–  中国：国家改革発展委員会の下にある能源研（エネルギー研究所）、再エ
ネ高導入シナリオ公表（2015年4月）。2050年に最終エネルギー消費の66
％を非化石燃料化、再エネ60％。発電の91％を非化石燃料化、再エネ86％	  

–  インドネシア：再エネを電源構成の5％から2020年までに23％に拡大	  
•  脱炭素型発展を支援する強力なイニシアティヴ。例えば、	  

–  Solar	  Alliance:	  インド・Modi首相とフランス・オランド大統領のイニシアティヴ。
120カ国以上による。インドが約36億円拠出、約500億円をめざす。2030年
までに太陽光の大規模導入に必要とされる1兆米ドルの投資の動員めざす	  

–  ミッション・イノベーション：クリーン・エネルギー関連の研究開発強化	  
–  Jim	  Yong	  Kim（世界銀行）：次のステップは5つ。Approach	  development	  

differently/A	  clean-‐energy	  transformaUon/	  Businesses	  must	  become	  climate	  
literate/	  Push	  harder	  for	  carbon	  pricing/	  Finance	  
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2010-‐2014年の再エネのコスト	
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出典：IRENA, 2015�



太陽光・風力と火力発電のコスト	
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出典：IRENA, 2015�



インドの太陽光・風力と石炭火力の
コスト	
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出典：Climate Policy Initiative, 2015 �



中国の一次エネルギー消費	  
（再エネ高導入シナリオ）	
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出典：Energy Research Institute, NDRC, China, 2015 �



中国の電源構成	  
（再エネ高導入シナリオ）	
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出典：Energy Research Institute, NDRC, China, 2015 �



パリ協定をどう見るか（8）	
•  なぜパリ協定は合意できたのか（4）	  

–  自治体、事業者などの野心的な取り組み	  
•  リマ・パリ行動アジェンダとNAZCA	  Climateポータル	  

–  1万をこえる自治体、ビジネス、投資家などの目標が登録	  
–  名古屋市、岡崎市、JR東海、損保ジャパン日本興和…	  

•  「自治体リーダーのための気候変動サミット」	
–  パリ市等主催により約700の地方自治体の代表（日本から東京都、京都

市が参加）、ゴア元米副大統領、シュワルツネッガー前カリフォルニア州知
事等が出席。「COP21への積極的寄与のためのパリ市役所宣言」採択	  

•  金融・投資家の動き：ESG（環境・社会・ガバナンス）投資、ダイベス
トメント（Divestment）、気候変動リスク開示	  

–  ノルウェー政府年金基金（Government	  Pension	  Fund	  Global）：約104兆円
（2015年３月末時点）の資産規模を有する世界有数の年金基金。保有する
、事業の30％以上を石炭採掘・石炭火力に関わっている企業122社の株
式（約80億米ドル）をすべて売却。2016年1月1日から実施	  

–  AXA：同様に約5.6億ドルの売却決定	  
–  Bank	  of	  America、Crédit	  Agricoleなど	  
–  日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が国連責任投資原則

（PRI）に署名	  
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日本のエネルギー・温暖化政策（1）	
•  当面の課題として、2020年目標（暫定）と2030年目標達成のための政

府の行動計画の策定	  
–  2030年のエネルギーミックスと約束草案作成過程で、施策は洗い出し済み

。それを実現する方策・スケジュールを具体的に明確にする必要	  
–  2015年12月に経産省でとりまとめられた	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ZEBロードマップ検討会とりまとめ   
hpp://www.meU.go.jp/press/2015/12/20151217002/20151217002-‐1.pdf	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ZEHロードマップ検討会とりまとめ
hpp://www.meU.go.jp/press/2015/12/20151217003/20151217003-‐1.pdf	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  は好例	  

•  2つの懸念事項	  
–  原子力20-‐22％は相当に「野心的」。厳格な安全基準を満たし、地元の同

意が前提。想定通り稼働しない場合に備え、化石燃料を焚き増すしかない
という事態にならない方策（省エネ・再エネ推進策）をあらかじめとっておく	  

–  相当数の石炭火力の建設計画	  
•  自由化の下で短期的に「安価な」電源を求める気持ちはわかる	  
•  温室効果ガス排出増の懸念。将来にわたって需要家のコストとなる	  
•  将来の事業リスク（投資リスク）	
•  2030年の電源構成の26％を上回らぬようコントロールする施策が必要	  
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発電に伴うCO2排出量（自家発電含）	

石油火力等    1億100万tCO2	
(▲8.0%) ［▲14.9%］	

• 天然ガス火力    1億7,700万tCO2	

• (+63.2%) ［▲0.0%］	

石炭火力    2億7,000万tCO2	
(+10.6%) ［+11.2%］	

発電に伴うCO2排出量　5億4,800万トン	
　(+18.5%)[+1.7%]	

(2005年度比)[前年度比]	

出典：総合エネルギー統計（資源エネルギー庁）をもとに環境省作成	



電源種別の発電電力量と	  
二酸化炭素排出量	

47	
出典：環境省、2015年�



日本のエネルギー・温暖化政策（2）	

•  「化石燃料時代の終焉」（TheGuardian・2015年12月12日）	  
–  トヨタ自動車「トヨタ環境チャレンジ2050」	  

•  2050年にトヨタが世界で販売する新車の走行時CO2排出量（平均）を10年比
で90％削減	  

•  工場からのCO2排出量をゼロ	  
•  hpp://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/challenge2050/	  

–  日産自動車　ゼロ・エミッションモビリティなど長期目標とロードマップ	  
•  hpp://www.nissan-‐global.com/JP/ZEROEMISSION/	  

–  大成建設、鹿島など　ZEB（Net	  Zero	  Energy	  Building）	  
•  大成建設　2020年「市場性のあるZEBの実現」、ZEB実証棟	  
•  鹿島　2020年ZEB実現	  

–  積水ハウスなど住宅メーカの ZEH（Net	  Zero	  Energy	  House）	  
•  積水ハウス　2020年新築住宅の80%をZEHに。「建物および建設部門にお

ける共同宣言」に署名	  
–  リコー　「2050年長期環境ビジョン」を実現する「中長期環境負荷削

減目標」	  
•  リコーグループライフサイクルでのCO2排出総量を、2000年度比で2050年

までに87.5％、2020年までに30％（1990年比34％）	  
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ZEBの概念図	
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ZEHの概念図	
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日本のエネルギー・温暖化政策（3）	

•  これらの取り組み、技術が社会に実装される
には、それを支える社会インフラが必要。それ
を実現する中長期的な視野をもった政策・戦
略の必要性	  
– これらの取り組みを支え、5年ごとの目標の見直し

を想定した、2050年の中長期低炭素戦略の早期
の作成と提出（2020年までに提出要請）	  

–  ZEBロードマップ、ZEHロードマップ	  
–  「エネルギー・環境イノベーション戦略」	  

•  拡大する省エネ、再エネの世界市場。日本企
業の技術力を活かして、国内で削減し、世界
市場での競争を支援する政策を期待	  
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世界の再エネ発電設備容量推移	  
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Source: OECD/IEA 2015	



世界の再エネ投資実績	
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再エネ設備投資見通し	  

54	  
Source: OECD/IEA 2014	



再エネ技術特許トップ20社	  

55	  
Source: WIPO 2014	
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ご清聴ありがとうございました。	  
Thank	  you	  so	  much	  for	  your	  apenUon.	
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